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R_5t2:-6

一 般 質 問発 言 通 告 書

令和 す 年

午れ g時
(涌告書  2

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令和 5年 2月 6日

つくば市議会議長 様

つ くば市議会蓋 員  川久保 歩白ヒ実

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

月

分

２

カ

日

付

１

６

受

Ｎｏ．
オJと )

答 弁 者』
日要

つ くば中心市街地まちづ くり戦略に基づ くリ

ディングプロジェクトの遂行に関して、以下

を伺います。

(1)つ くばセンタービルリニューアィレ (プ ロ

ェク ト1)1こ ついて

ア 令和 4年 5月 につくばまちなかデザイ

ン株式会社がつ くばセンタービル 1階に開

設したco―enにおいて、当初開設が予定さ

ていた子連れで働けるスペースがいまだに

開設 されていないことについて、同社の

頭株主であるつくば市としてはどのように

お考えか

イ 子連れで働けるネペースの開設予定に

ついて、つくばまちなかデザイン株式会

からどのような報告を受けているか

(2)中央公園 リニューアル (プ ロジェク ト3)

について

ア つくば中心市街地まちづ くり戦略が策

定された令和 2年 5月 から現在までの間に

新規で実施 した取組

イ 今後、令和 6年度までに新規で実施する

びその実施スケジュール予定の

質 問 事 項

1 つ くば 中心

地まちづ く りにつ

いて



答 弁 者

市長

担当部長

市長

教育長

担当部長

要 』
ロ

市営公園におけるインクルーシブ遊具の設置

について、その進捗状況及び今後の方針を伺いま

令和 2年 3月 改訂つ くば市学校等適正配置

画 (指針)の 1ページロには、同計画の見直 しの

要性の一つとして、「人口二極化現象への対応」

が挙げられています。具体的には、「現在、中

市街地の人口増と周辺市街地の人口減という

日の二極化が進んでお ります。人 口減が進む周辺

市街地の学校及び教育環境の魅力を高めること

が求められます。」と記載されています。そこで、

以下の点を伺います。

(1)つ くば市における人口二極化現象が、中

市街地及び周辺市街地それぞれにおける

立学校の児童生徒数及び学習環境にどのよ

うな影響をもたらしているか

(2)周辺市街地の学校及び教育環境の魅力

高めるために、つくば市学校等適正配置計

が改訂された令和 2年 3月 から現在までの

間に新規で実施した取組

(3)周辺市街地の学校及び教育環境の魅力を

高めるために、今後新規で実施する予定の

組

質 問 事 項

2 インクルーシブ

遊具の設置につし‖
て
       |

周辺 市街 地の学

校 の魅 力 向上 につ

いて

3

つくば市議会議員  川久保 皆実  No.2

※ 一般質問を行 うに当たちては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとお り、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入 されるよ

うお願いします。



R6:2:'6

下 般 質 開発 言 通 告 書
令和 デ 年 ≧月 6 日

午く
'時 ,9分 受 付

(通告書  2枚 )No.1

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令不日5年 2月 6日

つ くば市議会議長 様

つ くば市議会議員 浜中 勝美

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

答 弁 者

市  長

担当部長

市  長

担当部長

要 』
口

多くの人がワクチンを接種することにより、病気に

対する免疫をつけ、病気にかかることを予防 した り、

人に感染させ社会に病気がまん延 して しま うのを防ぐ

ことができます。重傷者や死亡者を減 らすことができ

れば、医療機関の負担を軽くすることも期待できます。

以下のフクチン接種支援について、現状 と今後の取

組についてお伺い します。

(1)帯状疱疹ワクチンについて

ア 帯状疱疹 ワクチンの効果

イ 帯状疱疹 ワクチンの周知 と取組

(2)HPVワ クチンについて

ア HPVフ クチンの接種率

イ 9価HPVワ クチンの定期接種化に伴 う取組

核家族化が進み、地域のつながりも希薄となる中

で、孤立感や不安感を抱く妊婦 。子育て家庭も少なく

あ りません。全ての妊婦 。子育て家庭が安心して出

産 。子育てができる環境整備が喫緊の課題です。この

ため、子育て支援 として、妊娠期から出産・子育てま

で一貫 した伴走型相談支援 と経済的支援が始ま りま

した。

以下、つくば市の取組についてお伺い します。

(1)10万円相当の経済支援について、支援方法の検

討経緯 と今後の取組

(2)「伴走型相談支援」についての現状 と課題、今後

の取組

質 問 事 項

1 ワクチン接

支援について

2 子育て支援 に

ついて



答 弁 者

市  長

担当部長

要 “
ロ

地球温暖化対策の推進に関する法律では、「都道府

県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対

策計画を勘案し、その区域の自然的社会的条件に応じ

て、温室効果ガスのJF出の量の削減等のための総合的

かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努め

るものとする。」とされています。つくば市において

は、令和4年 2月 に 2050年までに二酸化炭素排出量

を実質ゼロにするゼロカーボンシティを目指すゼロ

カーボンシティ宣言を行いました。

以下の現状と今後の取組についてお伺いします。

(1)ラ イフスタイアレの転換

(2)エコスクールの取組

質 問 事 項

3 ゼ ロカ▼ ボ ン

シテ ィの取組 に

ついて

つくば市議会議員  浜中_陸美 _No.2

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



一般 質 開発 言 通告 書

令 和 5年 2

年れ浄時θ∂
(通告書  1

下記のとおり、発言しますから通告します。

令和 5年 2月 6日

つくば市議会議長 様
つ くば市議会議員 木村 修寿

答 弁 者

市長

担当部長

市長

担当部長

市長

担当部長

要 』
日

香取台小学校西側の外周道路 (市道 5-44
16号線及び市道 5-4454号 線)の整備に

ついてお伺い します。

'市内各地区に立地 している市営住宅は、施設

の老朽化が進んでいる団地も多くなつているか

と思いますが、以下お伺い します。

(1)現状 と課題

(2)長寿命化計画

(3)整備状況

シルバークラブは、社会奉仕活動、趣味教養

活動、健康増進活動など高齢者が生き生きと輝

ける日々を過ごすことができる、高齢者の生き

がい事業の一つであると考えます。 しか し、役

員の担い手不足や会員の高齢化などが課題にな

つているかと思います。 このようなことから、

シルバークラブの活性化に向けた取組について

お伺い します。

質 問 事 項

1 道路行政につい

て

2 市営住宅につい

て

3 シルバークラブ

育成事業について

※ 一般質問を行うに当たつては,明確な答弁を求めるため,会議規則第 52条編

注 1の とおり,通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具休的内容之記入さ

れるようお願いします。

日

付

６

受

月

分

本文)No.  1



R、5:2,-6

す 般 質 問発 言 通 告 書

令 和 5年 2月 6日
午

/イ

姿 0時 作0分 受 付

(通告書 1枚 )No。 1

下記の事項について、質問したいので通告 します。

令和 5年 2月 6日

つ くば市議会議長 様

っくば市議会議 昌  綸田 尚

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

答 弁 者

市  長

副 市 長

担当部長

要 』
日

現状と対策について伺います。

質 問 事 項

ふるさと納税に

ついて
｀



R C121-e
一般質問発言通告書

令不日5年 二月 あ 日
午後 θ 時 ,す 分受付

(涌告書2枚)No.1
下記の事項について、質問したいので通告 します。

令和 5年 2月 6日

つくば市議会議長 様

つ

※ 一般質問を行 うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1の とお

り、 湛 と 圭 ir基

答 弁 者

市  長

担当部長

市  長

担当部長

』
ロ要

持続可能で活力ある地域社会を実現するため、労働

者 らが自ら資金を出 し、話 し合いながら共に働 く「協

同労働」を行 う団体に法人格を認める「労働者協同組

合法」が令和 4年 10月 1日 に施行 されま した。

地域福祉の向上など地域の課題解決に向け、多様な

人材が意欲や能力に応 じて主体的に働ける場を創出

することが期待 されていますが、まずは、この法律の

内容を広く周知 し、理解促進を図りながら、支援をし

ていく必要があると考えます。

そのような観点か ら以下の点について伺います。

(1)労働者協同組合法成立の背景と法律の概要

(2)法律の施行で実現できることやメリン ト

(3)つ くば市の考え

(4)今後の取組 と課題

令和 3年 12月 議会において、「つくば市のDXの視

点や理念を活用 した取組」について今後の方向性を伺

い、市のデジタル化についてもつとより広い分野への

積極的な取組をい くつかの事例をあげて要望 しま し

た。

現在、その推進案は、 2月 1日 から3月 2日 までパ

ブ リックコメン ト中ですが、そのような経緯から以下

の点について伺います。

(1)推進案の位置付けと構成 。対象期間

(2)目 指すべき社会像 と方針の柱

(3)主なアクションプラン

質 問 事 項

1 持続可能で活

力ある地域社会

を実現すること

について

2 つ くば市デ ジ

タル・ ガバメン ト

推進方針 (案 )1こつ

いて

ます。

亜 筈}笙 歩 豊字ス′で ハ カ ムゝ 程 F_学 の 旦 イ太舶 肉 A歩 部 次 されるようお願いし



答 弁者

市  長

担当部長

要 島
ロ

令和4年 3月 議会の会派代表質問において、「誰一

り残さない」包摂的な社会を実現することの方策に

いて取り上げました。

その際、市民が安心して相談できる環境を構築してし

くため「蓄積された事例検討のデータを資料とした

などを実施 していく」とありましたが、その後の

について伺います。

質 問 事 項

3 市民が安心して相

談ができる環境の構

築について

う くば市議会議 員 小野 泰宏 No.2

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1の とお

り、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるようお願いし

ます。



7

“

5121…

一 般 質 開発 言 通 告 書

令和 ダ 年 ユ 月

午静 〔0時θ∂分
(通告書  2枚 )

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令不日  5年  2月   7日

つ くば市議会議長 様

つくば市議会議員   山中 真弓

※ 一般質問を行 うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1の とお

り、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるようお願いしま

す。

日

付

１

７

受

Ｎｏ．

答 弁 者

市長

担当部長

市長

教育長

担当部長

市長

担当部長

臨
日要

市内では、太陽光発電施設が多く設置されてい

ます。その多くは、平地林を伐採 し建設 されてい

ます。再生可能エネルギーとして、太陽光発電施

設は、国をあげて開発促進 されている一方、平地

林の伐採や住宅地に近接 して設置 され、住環境が

損ねられるとい うことで、住民か ら反対の声も上

げたi典属覇笹患薮釜炊石を寛奎子紫旱粽資線を|
お聞きします。

水戸市では、2023年 4月 から中学生の給食費無

償化を行う予定です。つくば市でも、子育て支援

策の一つとして給食費の無償化を行う考えはない

か市の見解をお聞きします。

茨城県の都市公園である洞峰公園をつくば市に

無償譲渡することも選択肢として知事は示してい

ます。これから管理運営及び大規模修繕にどれだ

けの費用がかかるかわからない状況です。市長が
「県から無償譲渡を受ける方向で前向きに調整し

ている」という発言をした根拠は何かお聞きしま

す。

質 問 事 項

1 太陽光発電施設

の適切な設置に関

する条例の制定に

ついて

2 給食費の無償化

について

3 洞峰公園につい

て



答弁者

市長

担当部長

要 ヒ
日

副葬品をお寺に埋葬していた|のことだが、

年間 2000キロ近ぐの副葬品をどのように埋葬
しているのかお聞きします。  ・ ‐

質 問 事 項

4 メモリアルホー

ルでの副葬品の不

適切な管理につい

て

つくば市議会議員 山中 箕弓   No。 2

※ 一般質問を行うに当たつては、・明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読
―
んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



に、512i-7

一般 質 開発 言 通 告 書

令 和 5年 2月
午市 /θ 時 す分

(通告書  2 枚)

下記の事項について、質問したいので通告 します。

令不日5年 2月 7日

つ くば市議会議長

つくば市議会議員 橋本 佳子

※ 一般質問を行 うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注

日

付

１

７

受

Ｎｏ．

1の とおり、通 と 圭 i

答 弁 者

市長

担当部長

市長

担当部長

市長

担当部長

要 』
ロ

以下市の見解を伺います。

(1)実証実験の候補地につ くば市内の国立環

境研究所が挙がつているが、国からの説明は

受けているのか。

(2)地域住民への情報提供 と話 し合いの場を

環境省に求めるべきではないか。

以下市の見解を伺います。

(1)共産党が実施 したアンケー トによると郵

便局や交番の設置を求める声が根強くある
が、市としてはどのように考えているのか。

(2)み どりの地域の臭気の苦情が寄せられ市
としても調査を行つたと思うが、その結果は

どうだったのか。

以下市の見解を伺います。

(1)廃止後 の上境保育所に対応す る保育園が

決まつたようだが、選定に当たつての参力口保

育園の数、選定された経緯、保護者への説明

及び引継ぎをどのように進めていくのか。

質 問 事 項

1 福 島原発事故除

去土壌の実証実験

について

2 みどりの地域の

環境改善について

3 保育事業所の質

を担保する市の役

割について

ようお願いします。

基 言 の 車 警 笙 歩 幸 スタお ハ デⅢゝス 程 F_鮮 の ロ イ未飴 肉 炎 歩 部 次 される



つくば市議会議員 橋本 佳子 No。 2

※ 二般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

答 弁 者要 」
ロ

(2)全国的に、保育園での虐待事件等の不適切

保育が増加している。市が直接事業を行う公

立保育所は、保育の質を率先して担保する役

割と責任を持つと考える。TX沿線開発地域
には直接事業を行う公立保育所はなく、民間
の保育園や小規模園などが増加している。今

後どのように、それぞれの施設の実態を把握
し、安全確保や録育の質ガ/ドラインが示す

保育を広げていくのか。

質 問 事 項



Po1 21-7

一 般 質 問発 言 通 告 書

令 和 5年 2月 7日
午/rれ 2時 弥 分 受 付
(通告書 2 枚)No.1

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令不日 5年 2月 7日

つ くば市議会議長 様

つ くば市議会議員 木村 清隆

※ 一般質問を行 うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとお り、通告書に発言の要 旨等 を読んで分かる程度の具体的内容 を記入

答 弁 者

市長

担当部長

市長

担当部長

要 』
ロ

市民の生命 と財産を守る、犯罪のない安全で安

心なまちづ くりを実現するために、下方犯カメラの

設置 。管理が必要です。つくば市における防犯対

策に関して、以下伺います。

(1)防犯カメラ設置に関す る市の取組につい

て

(2)防犯カメラの公的 。私的の設置経過 (具

体的設置エ リア)と 今後について

(3)防犯カメラ設置による犯罪に対する抑止

効果に関する市の見解について

市民の生命と財産を守るためには、いざ大きな

災害が発生した時に必要となる水、食料及び医療

品などの災害に備えた備蓄品が大切であると考
えます。つくば市の防災備蓄品倉庫及び避難所に
ついて、以下伺います。

(1)防災備蓄品倉庫の現状について

質 問 事 項

1 防犯対策 (防犯

カメラ)について

2 防災備蓄倉庫及

び避難所について

うお願いします。

されるよ



答 弁 者

市長

教育長

担当部長

要 』
ロ

(2)高エネ研南側未利用地に整備予定の防災

拠点における、防災備蓄品倉庫の具体的な

備蓄規模及び管理運用について

(3)大きな災害が発生したとき、身体の不自由

な方に対する福祉避難所について

(4)大きな災害が発生 したとき、市外から避

難されて来られた方々に姑する避難所につ

い て                                       
ヽ

文化活動において様々な取組をされておりま

すが、伝統文化及び最先端科学文化についてそれ

ぞれ具体的に、文化の向上と発展、地域の活性化

に関して、以下伺います。

(1)歴史・ 伝統な どの芸術文化の取組 につい

て

(2)最先端科学文化の取組について

(3)小中学校において各文化の取組について

(4)大河 ドラマ「鎌倉殿の13人」スペシャ
ル トークinつ くばについて

(5)歴史・伝統などの芸術文化に関する企画

展及び講演会の取組について

(6)今後の文化の向上と発展、地域の活性化

について

質 問 事 項

3 文化活動 につ い

て

つくば市議会議員 労胡寸
｀
ツ青隆 No。  2

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



一般 質 問発 言́ 通 告 書
令和 ⊂ 年 井 月

午4灸 2時 分∂分
(涌告書 1粒 )

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令和 5年 2月 7日

つくば市議会議長 様

つ くば市議会議 員  金子 和雄

答 弁 者

市  長

担当部長

市  長

担当部長

市  長

担当部長

要 』
日

本年も、以下の取組について述べられているが、各々の

取組のこれまでの成果 と今後の具体的な取組について伺

います。

(1)徹底 した行政改革

(2)安心の子育て

(3)頼れる福祉

(4)便利なインフラ

(5)活気ある地域

(6)誇れるまち

新型コロナウイルス感染症の位置づけが、これまでの 2

類相当から、季節性インフルエンザと同じ5類に移行され

ることに伴い、コロナ禍での生活様式にも変化が生じるこ

とが予想されます。以下について伺います。

(1)今後の対応

(2)今後の支援

現在の進捗状況について伺います。

質 問 事 項

1 市政運営 の所

信 と 主 要 施 策

について

2 新型 コロナ ウイ

ルス感染症につい

て

3 児童発達支援セ

ンターについて

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第 52条編注

1の とおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入される

ようお願いします。

日

付

１

７

受

Ｎｏ．



憮_5i21-8
一般質問発言通告書

令不日5年 2月 8日

午前 ?時 Oθ 分受付
(通告書  1 枚)No.1

下記の事項について、質問したいので通告 します。

令和 5 年  2 月 8 日

つくば市議会議長 五頭泰誠 様

つくば市議会議員  川村直子

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第 52条編注 1の とおり、

通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の呉体的内容を記入されるようお願いします

答弁者

市長

担当部長

市長

担当部長

市長

担当部長

』
日要

市が実施 している基本健診、がん検診などは、市民の健康状態の確

認、健康維持のため、大切な役割を担つています。

誰もが健診を受けやすい体制づくりについて、以下伺います。

(1)障がいのある方への、健診の案内や実施における合理的配慮

(2)性別特有のがん検診案内における封筒の表記の仕方

特に トランスジェンダー男性の方への配慮について

2022年末、国は、福島第一原発事故により汚染され 「除染土」として

福島県内に保管されている放射性汚染上のうち、8000ベクレル以下の上

を県外へ運び出し、安全確認の実証実験を行 う計画を公表 しました。

所沢市、新宿区、つくば市の 3か所が実証実験の候補地となつていま

す。候補地である国立環境研究所の周辺住民の懸念はもちろん、今後、

放射性汚染上が全国へ拡散される契機 となりかねず、候補地のみにとど

まらない大きな問題であると考えます。

この事業の概要、これまでの経緯、市の考えを伺います。

洞峰公園の再整備をめぐり、市は、市民の声を受けて、県との交渉を

重ねてきました。現在、県から市へ無償譲渡の方向性が示され、新たな

局面を迎えています。以下、現状と、市の考えを伺います。

(1)直近のや り取 りと現状について    。

(2)大規模修繕や維持管理費用の精査の状況について

(3)2020年のサウンディング調査の段階で、市から市民への報告や、

市民の意見交換の機会を設けなかつたのは、なぜか。

質 問 事 項

1 誰もが健診を受

けやすい体制づく

りについて

2 放射性汚染上の

安全性実証実験に

ついて

3 洞峰公園につい

て



一般質問発言通告書

下記の事項について、質問したいので通告します。

令和 5年 2月 8日

つくば市議会議長 五頭 泰誠 様

令不日5年2月 8日

午漁?時 牛う分受付
(通告書 2本文 )No_1

つくば市議会議 員  歩白ヒ川 幸枝

答 弁 者

市長

担当部長

市長

担当部長

要 堕
日

福祉支援センターやたべ「わかば」では地域活動支援事業を実施

し、ひきこもり等の精神障害の方の居場所となつています。さらに、「わ

かば」と近くにある就労継統支援 B型事業所を併用することで、利用

者の状況や体調に合わせた個別支援を行うことができていました。
ところが、昨年秋になって、「わかば」と就労継続支援 B型事業所の

同日利用が行えなくなり、利用者は大変戸惑い、体調不良による休所

や、退所を検討している方も出ています。以下について伺います。

(1)地域活動支援サービス「わかば」設置の経緯

(2)来年度以降の事業形態と内容

(3)地域活動支援サービスと他の障害福祉サービスの同日利用に
ついての考え

行政 は乳幼児の健やかな心身の発達を促 し、幼児保 育 に一

定の質を確保 する役割があります。特 に、障害がある子の受入

れの際 に、職 員である保育士を増 員 し、誰でも保 育を受 ける権

利を保証することが、公立保育所の重要な役割でもあります。

現在 、市は新耐震基準を満たさない公 立保育所 9か 所を統廃

合し、半径 5 kmを 基準として公立保 育所を整備する方針を出しま

した。しかし、市が考える5kmを 自転車で子どもを乗せて 20分で

移動するのは困難であり、うくば・市民ネットワークでは、基準を

半径4kmに 見直しすることを提案しました。

つくば市は全国でも数少ない、財政が安定した普通交付税不

交付団体であり、今後も子どもが増加 していく予測があります。

誰ひとり取り残 さない保 育サービスを実施 していくことが市の責

務と考えます。

現在の保 育所整備 方針を4km基 準とした場合、空 白地帯とな

る谷 田部 地 区・高崎 地 区に公 立保 育所 を整備 することにつ い

て、市の考えを伺います。

質 問 事 項

1福 祉 支援セ

ンターやたべ

について

2公 立録 育所

について



つくば市議会議員 歩白L川 幸枝 Nd2

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注1の とお

り、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるようお願いしま

す 。

市長

担当部長

市内への公立高校新設の要望が数多く出ており、高校問題は

住民の大きな関心事となっています。声方で、市内には定員に

満たない公立高校があり、通学の利便性の向上が課題です。市
が対応できる取組として、以下の項 目について、見解を伺いま

す。
・(1)TX各駅から市凸にある県立高

:校
まで、らくバスそのアク

セス向上 (例 :時刻表の見直しや、バス停の設置など)

(2)通 学定期の値下げについて

3公 立高校 へ

の通 学 利 便

性 向 上 につ

いて



【5,2B… 8

一般 質 問発 言 通告 書

午汽

年

時

"分
受

2  本文)No.

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令不口5年 2月 8日

つくば市議会議長 様

つ くば市議会議 員 小森谷  さやか

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

2月  3令 和

通告書

５

４

日

付

１(

答 弁 者

市  長

担当部長

』
口要

「未経験者でも安心」、「9割公費で失敗しない

事業」、「2か月で黒字化」との広告が並ぶの

、児童発達支援事業や放課後等デイサ‐ビス

です。障害を抱える子 どもたちに寄 り添お うと

意を持つて良心的に運営を行つている事業者が

ある一方、不正受給を したとして障害児通所支

業者の指定取消処分を受け、逮捕者が挙がる

も出てきています。

事業者への指定権限は県が有していますが、

に障害福祉サービスの給付費を支払うのは

。不適切な事業者から子 どもたちを守る

めに、市が主体的に指導と監査をする必要がある

と考えますので、以下伺います。

(1)児童発達支援事業と放課後等デイサービス

事業に関する給付費増加の経緯

(2)指定 。指導・監査における市及び県の役割

びに両者の連携状況

(3)障害児の発達支援として相応 しくない運営

(運営内容の他、定められた数の専門スタンフ

の配置が守られてないであるとか職員による

虐待が見られる等)であるとの訴えや相談に

いての内容 と件教

(4)実際に指導や監査を行つた内容 と件数

質 問 事 項

1 児童発達支援

業 と放課後等デ

サー ビス事業に

いて

イ

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



答 弁 者

市  長

担当部長

市  長

担当部長

市  長

担当部長

特に児童館のないTX沿線地域では、小 さな

子 どもを抱える親子が安心 して遊べる場所、仲

間と出会える場所 として児童クラブ施設が今あ

る資源 として最適 と考えますが、市の検討状況

を伺います。

両ワクチン接種後に起 こる様 々な症状につい

て、全国的には疑いを含む副反応報告が次々と挙

がっていますので、以下伺います。

(1)予防接種健康被害調査委員会に寄せ られた

相談内容 と件数、また、申請に至つた件数

(2)名 古屋市が新型コロナワクチンの副反応に

ついての健康相談窓口を開設 したが、つくば

市での取組の意向

マイナンバーカー ドを使つて様々なサー ビス

を利用す る際に必要 となつてくるのがマイナポ

ータルと言われるオンライン窓口です。このマイ

ナポータルの利用規約が、“デジタル庁はいかな

る責任も負わない"、 “デジタル庁は事前の通知を

行うことなくいつでも規約を改正できる"な ど、茂

ま りにも一方的で無責任な内容だ とい うことで

昨年、多くの指摘がされ、一部改正とな りました。

しか し、まさしく規約にあるとお り、規約改正

の手続には国会の審議が不要とされてお り、利用

者 も受け入れ ざるを得ないシステムになつてい

ます。当事者、利用者である国民に十分な周知も

ないまま、いつまた不利益な変更が加えられるの

か計 り知れません。

市でもマイナンバーカー ドの普及に力を入れ

ていますが、これ らの利用規約についてどのよう

に説明されているのか伺います。

』
口要質 問 事 項

2 児童クラブの 日

中開放について

3 新型 コロナ フク

チンと子宮頸がん

予防ワクチン(HP
Vワ クチン)接種後

に起 こる様 々な症

状について

4 マイナンバーカ

ー ドについて

つ

※ 一般質問を行 うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとお り、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願い します。

No.2



躍_52]-8

一 般 質 問発 言 通 告 書

令和
「

年 2月
午れ /ο 時 ダ分

(通告書 1枚 )

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令不日 5年 2月  8日

つくば市議会議長 様

つ くば市議会議 昌  壕本 洋

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

日

付

１

♂

受

Ｎｏ．

答 弁 者

市長

担当部長

市長

担当部長

要 』
口

旧消防庁舎跡地に設置予定の児童発達支援センタ

ー整備計画について、現在の進捗状況 と今後の計画

について

令和 2年 9月 定例会で一般質問 しま したその後

も、当該地内に市の除車業務で出た草や枝等が仮置

きされていま したが、当該地が民間事業者に売却 さ

れることに伴い、以下伺います。

(1)こ れまでの搬入量及び現状 と管理等

(2)今後の対応

(3)そ の他の搬入仮置き物

質 問 事 項

1 児童発達支援

センターについ

て

2 高エネ研南側

未利用地につい

て



R、 52]ヽ8

一 般 質 開発 言 通 告 書

令 和 5年  2月  .8日
午/イ変θ時デθ分 受 付

(通告書 1枚)No.1

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令不日  5年  2月   8日

つ くば市議会議長 様

つくば市議会議員   黒田 健祐

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、二騒 と 寺 1ア 来 警

答 弁 者

市長

担当部長

市長

担当部長

市長

担当部長

要 一
日

つくば市におけるふるさと納税の現状、課題及

び今後の展望についてお聞かせください。

公共施設マネジメントの主な取組として、「つ

くば市公共施設等総合管理計画i公共施設等資

産マネジメントの方針」の策定及び「つくば市公

共施設白書」の作成がなされてますが、どのよう

に運用され、活用されているかお聞かせくださ

い 。

マンションの管理の適正化の推進に関する法

律が改正 され、 「マンション管理計画認定制度」

が創設されま した。マンション管理適正化推進計

画の作成に関 して見解を求めます。

1 ふ る さと納税 に

ついて

2 公共施設マネジ

メントについて

3 マ ンシ ョン管理

計画認 定制度 につ

いて

うお願いします。

の 薦 螢 笙 必 幸 ん イツ_｀あ、ス 律 F_学 の 目 /キロ缶r角 以ご歩 :郭 ■ されるよ
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一般 質 問発 言 通 告 書
令和 f年  2
年螢 デ時 ;′

(通告書 1
下記の事項について、質問したいので通告 します。

令和 5年 2月 8日

つ くば市議会議長 様

つ くば市議会議員 小村 政文

※ 一般質問を行 うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとお り、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入 されるよ

うお願い します。

日

付

１

８

受

Ｎ。

月

分

枝

答 弁 者

市  長

担当部長

市  長

担当部長

要 』
日

つくば市は教育に力を込めており、この街で子育て

をしたいと思う市民の方からの声をよく耳にします。

その際、より充実した環境整備も求める声が多いため、

以下伺います。

(1)妊婦健診の無償化に対する市の考え

(2)病児保育のサービス拡充に対する市の考え

(3)オ ンラインでの入園申込システムの利便性向上

に対する市の考え

つくば市は、広太かつ平坦な街で、数百年以上前か

ら存続する集落が多数あります。 しか し、いまだ水道

の整備が完全ではありません。周辺市街地の暮 らしや

すさを向上させるためにも整備を進めていく必要があ

ると考えますが、市の見解を伺います。

質 問 事 項

1 出産 しやすい

まちづくりにつ

いて

2 上下水道の整

備について


